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Ⅰ．規程及び体制等の整備状況 
１．機関内規程 
１）評価結果 
■ 基本指針に適合する機関内規程を定めている。 

 □ 機関内規程を定めているが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 機関内規程を定めていない。 
２）自己点検の対象とした資料 
・京都大学における動物実験の実施に関する規程（平成１９年２月５日達示第２５号制定）（最新

改正：令和７年１月１日） 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 
環境省の「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」（以下「飼養保管基準」と

いう。）と文部科学省の「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針」（以下「基本指

針」という。）に則って、京都大学における動物実験の実施に関する規程（以下「学内規程」とい

う。）が定められており、必要に応じて最新の情報を反映させるため適宜改正して運用されている。 
４）改善の方針、達成予定時期 
該当せず。 

 
２．動物実験委員会 
１）評価結果 
 ■ 基本指針に適合する動物実験委員会を設置している。 
 □ 動物実験委員会を設置しているが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 動物実験委員会を設置していない。 
２）自己点検の対象とした資料 
・京都大学における動物実験の実施に関する規程（平成１９年２月５日達示第２５号制定） 
・部局動物実験の実施に関する要項、内規等 
・全学動物実験委員会名簿 
・部局動物実験委員会名簿 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 
飼養保管基準及び基本指針に適合した動物実験委員会が置かれている。 

全学委員会及び部局委員会の大半が、基本指針に定める３種のカテゴリーの委員によって構成さ

れている。 
全学委員会及び部局委員会の開催時には、基本指針が定める３種のカテゴリーの委員が必ず審議

に参加するよう日程調整、参加方法を考慮している。 
４）改善の方針、達成予定時期 

該当せず。 
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３．動物実験の実施体制 
１）評価結果 
 ■ 基本指針に適合し、動物実験の実施体制を定めている。 
 □ 動物実験の実施体制を定めているが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 動物実験の実施体制を定めていない。 
２）自己点検の対象とした資料 
・京都大学における動物実験の実施に関する規程 
・部局動物実験の実施に関する要項、内規等 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 

動物実験の実施に必要な動物実験規程等及び各種申請書様式等が適正に定められている。 
４）改善の方針、達成予定時期 
該当せず。 

 
４．安全管理に注意を要する動物実験の実施体制 
１）評価結果 
■ 基本指針に適合し、安全管理に注意を要する動物実験の実施体制を定めている。 
□ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制を定めているが、一部に改善すべき点がある。 
□ 安全管理に注意を要する動物実験の実施体制を定めていない。 
□ 該当する動物実験を行っていないので、実施体制を定めていない。 

２）自己点検の対象とした資料 
・京都大学における動物実験の実施に関する規程 
・部局動物実験の実施に関する要項、内規等 
・京都大学組換えＤＮＡ実験等安全管理規程 
・京都大学組換えＤＮＡ実験等安全管理規程施行細則 
・京都大学化学物質管理規程 
・京都大学における放射性同位元素等の規制に関する規程 
・京都大学における病原体等の管理に関する規程 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点があれば、明記する。） 
安全管理に注意を要する動物実験の実施に関連する様式や手続きを整備している。 

４）改善の方針、達成予定時期 
該当せず。 
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５．実験動物の飼養保管の体制 
１）評価結果 
 ■ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正な飼養保管の体制である。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
・京都大学における動物実験の実施に関する規程 
・部局動物実験の実施に関する要項、内規、基準、マニュアル等 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
飼養保管施設等の設置と廃止に関する要件が規程等に定められており、確認に必要な各種書式

等も適正に定められている。また、飼養保管施設には標準作業手順書として部局動物実験の実施に

関する要項、内規、基準、マニュアル等が定められている。 
４）改善の方針、達成予定時期 
該当せず。 

 
６．その他（動物実験の実施体制において、特記すべき取り組み及びその点検・評価結果） 
・部局相互で現地調査（ガバナンス等に関するヒアリング及び飼養保管施設・実験室の視察）を実

施し、推奨する管理方法や注意すべき点を共有した。 
・販売終了となった麻酔薬の代替薬や品薄時の対応について、委員会で意見交換を行い、最新の情

報を共有した。 
・国立大学法人動物実験施設協議会の公開している雛形を参考に、規程の一部改正を実施した（令

和７年１月１日施行）。 
・動物実験計画書等の申請書類を WEB 上で申請し、審査も行うことができるシステム導入に向

けて準備中である（令和８年度より導入予定）。 
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Ⅱ．実施状況 
 
１．動物実験委員会の活動状況 
１）評価結果 
 ■ 基本指針に適合し、適正に機能している。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
京都大学動物実験委員会議事要旨（令和６年７月２９日） 
京都大学動物実験委員会議事要旨（令和７年３月２５日） 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
京都大学における動物実験の実施に関する規程等に基づいて、学長の諮問機関として委員会を

開催し、関連事項に関して審議した。 
・規程の改正案について審議した。 
・動物実験の適正性に係る現地調査の実施及び結果報告について審議した。 
・WEB 申請システムの導入について共有した。 
・動物実験計画書や施設の変更届の記載について意見交換し、適切な記載方法を共有した。 
・使用期限が切れた麻酔薬についての Q＆A の記載を改訂した旨を共有した。 
・麻酔薬が品薄となった場合の対応について共有した。 
４）改善の方針、達成予定時期 

WEB 申請システムの導入（令和８年度） 
 
２．動物実験の実施状況 
１）評価結果 
 ■ 基本指針に適合し、適正に動物実験を実施している。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
動物実験計画承認報告書 
動物実験結果報告書 
自己点検報告書（動物実験実施状況） 
事故報告書 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
動物実験計画書の立案、審査、承認、結果報告が適正に実施されている。 

４）改善の方針、達成予定時期 
該当せず。 
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３．安全管理に注意を要する動物実験の実施状況 
１）評価結果 
 □ 基本指針に適合し、当該実験を適正に実施している。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 ■ 多くの改善すべき問題がある。 
 □ 該当する動物実験を行っていない。 
２）自己点検の対象とした資料 
動物実験計画承認報告書 
動物実験結果報告書 
自己点検報告書（動物実験実施状況） 
動物実験施設飼養保管マニュアル 
緊急時対応マニュアル 
逸走時対応マニュアル 
緊急連絡先 
事故連絡票等 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
法令に適合した動物実験実施状況であることを確認した。以下の針刺し２件、動物による咬傷７

件、飼育室での転倒２件、飼育室での熱中症１件、合計１２件の事故等の報告があったため。 
内訳：医学研究科３件（動物による咬傷３件）、農学研究科１件（飼育室での転倒１件）、 
iPS 細胞研究所３件（針刺し１件、動物による咬傷２件）、高等研究院１件（動物による咬傷

１件）、ヒト行動進化研究センター４件（針刺し１件、動物による咬傷１件、飼育室での転倒

１件、飼育室での熱中症１件） 
４）改善の方針、達成予定時期 
事故が増加していることから、実験実施前の注意喚起を徹底し、飼養保管施設、実験室の安全を

点検し、危険な箇所があれば改善する。 
 
４．実験動物の飼養保管状況 
１）評価結果 
 □ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正に実施している。 
 ■ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
自己点検報告書（飼養保管施設管理状況） 
自己点検報告書（実験室管理状況） 
動物実験施設飼養保管マニュアル 
緊急時対応マニュアル 
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逸走時対応マニュアル 
緊急連絡先 
事故連絡票等 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
ヒト行動進化研究センターで、動物の逸走や従事者の事故に繋がるヒヤリハットが２件あった

ため。 
４）改善の方針、達成予定時期 
各部局にて制定されている行動指針やマニュアル等の遵守を徹底する。逸走防止策として、作業

手順の見直し、施設の構造の改善、逸走防止装置について見直し等を実施する。また改善の効果を

検証し、さらなる強化を図る。 
 
５．施設等の維持管理の状況 
１）評価結果 
 ■ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正に維持管理している。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
飼養保管施設設置承認報告書 
実験室設置承認報告書 
自己点検報告書（飼養保管施設管理状況） 
自己点検報告書（実験室管理状況） 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
施設の設置時に規程が求める設置基準を満たしていることを委員会が確認しており、自己点検

報告書（飼養保管施設管理状況、実験室管理状況）の自己点検報告書の提出によって、適正に維持

管理されていることを把握している。 
４）改善の方針、達成予定時期 
該当せず。 

 
６．教育訓練の実施状況 
１）評価結果 
 ■ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正に実施している。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
教育訓練資料・スライド 
京都大学動物実験教育訓練 e-Learning 受講履歴 
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京都大学動物実験教育訓練 e-Learning 受講修了証 
令和６年度京都大学実験動物管理セミナー受講履歴 
 
京都大学における動物実験教育訓練実施状況（令和６年度） 
（e-Learning 受講者数 ９６９ 人、それに加え、部局独自の講習会をヒト行動進化研究センタ

ーで４回開催 受講者数８人） 
別紙１のとおり。 
 
令和６年度京都大学実験動物管理セミナー開催 
「実験動物に関する法規と「実験動物管理者」の役割」、「動物実験施設の緊急時対応（災害対

策）」、令和７年３月２１（金）、講師：東北大学大学院医学系研究科附属動物実験施設（医用動物

学分野）三好一郎教授、受講者数８８人 
３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
教育訓練の実施記録等によって基本指針に則した教育訓練が実施されていることを確認した。 

また、実験動物管理者に日本実験動物学会の実験動物管理者等研修会受講を推奨した。また本学の

京都大学実験動物管理セミナーを開催し、専門情報修得の機会を設けた。 
４）改善の方針、達成予定時期 

該当せず。 
 
７．自己点検・評価、情報公開 
１）評価結果 
 ■ 基本指針と飼養保管基準に適合し、適正に実施している。 
 □ 概ね良好であるが、一部に改善すべき点がある。 
 □ 多くの改善すべき問題がある。 
２）自己点検の対象とした資料 
京都大学動物実験に関する自己点検・評価報告書、動物実験に関する検証結果報告書、「動物実

験に関する情報公開」のホームページ。 
https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/rule/ethic/arcku 

３）評価結果の判断理由（改善すべき点や問題があれば、明記する。） 
大学のホームページに各年度の自己点検・評価報告書及び外部検証の結果報告書をはじめとし

て、京都大学における動物実験に関する情報を公開している。 
４）改善の方針、達成予定時期 
該当せず。 
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８．その他 
（動物実験の実施状況において、機関特有の点検・評価事項及びその結果） 
１）京都大学における第６条第１号、第２号に掲げる動物実験委員会委員の構成 
・第６条第１号に掲げる委員：教授１４名、准教授４名 
・第６条第２号に掲げる委員：准教授１名 
・第６条第３号に掲げる委員：特定教授２名 
別紙２のとおり。 
 
２）京都大学における第６条第４号に掲げる動物実験委員会委員の構成 
・動物実験に関して優れた識見を有する者：教授１１名、准教授４名、特定教授１名 
・実験動物に関して優れた識見を有する者：教授３名 
・その他学識経験を有する者：准教授１名、特定教授１名 
別紙２（役割欄）のとおり。 
 
３）部局動物実験委員会の構成（全部局の合計数） 
京都大学における動物実験の実施に関する規程第９条による部局動物実験委員会 
教授６４名、特別教授１名、特定教授２名、准教授４２名、特定准教授２名、講師１０名、 
助教 １９名、特定拠点講師１名、特定研究員１名、技術職員３名、動物実験施設長１名、 
事務長１名、事務職員２名、特定職員１名、学外者２名 合計１５２名 
 
４）京都大学における動物実験の実施における自己点検・評価に関する報告書の集計について 
別紙３のとおり。 
 
５）動物種ごとの飼養数・実験動物使用数の集計について 
別紙４のとおり。 

 



e-
Learning

6 0

50 0

311 0

105 0

34 0

80 0

7 0

4 0

38 0

0 0

29 0

14 0

170 0

5 0

95 8

0 0

0 0

0 0

1 0

20 0

969 8



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

kihan11
タイプライターテキスト
別紙2



10 0 10 20 3 0 16 2 3

9 18 7 34 9 0 108 12 8

95 38 331 464 83 0 1,799 18 88

6 23 9 38 0 0 107 6 16

2 6 16 24 1 0 91 5 1

26 5 86 117 26 0 1,057 14 28

4 1 6 11 0 0 44 2 4

4 0 5 9 0 0 27 0 1

8 7 17 32 23 0 280 9 16

0 0 0 0 0 0 0 1 1

28 15 75 118 24 0 169 12 34

14 0 37 51 7 1 134 3 10

16 45 77 138 71 4 292 3 24

1 0 20 21 7 0 249 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 5 5 0 0 39 1 1

37 22 52 111 77 8 560 1 29

1 0 0 1 0 0 2 0 1

2 0 10 12 5 0 69 1 4

5 1 5 11 0 0 47 5 4

268 181 768 1,217 336 13 5,090 97 274

kihan11
タイプライターテキスト
別紙3






	★最終クリア版_令和６年度自己点検・評価報告書
	★★別紙様式バインダー



